
1 医療提供体制・感染拡大防止対策の充実

№
事業の
主体

窓口の
主体

窓口
所管局

窓口
所管課

事業名 事業概要 対象者等
予算
対応

1 市 市
危機管
理安全
局

災害対策
課

新型コロナウイルス感染症対策
事業（避難所における非接触赤
外線体温計の購入）

避難所における避難者の感染症予防及び体調管理のため非接触赤外線
体温計を購入する。

避難者
R2予備

費等

2 市 市
危機管
理安全
局

災害対策
課

新型コロナウイルス感染症対策
事業（避難所におけるスポット
クーラーの導入）

避難所における避難者の感染症予防及び体調管理のため避難所にス
ポットクーラーを購入する。

避難者
R2予備

費等

3 市 市
危機管
理安全
局

災害対策
課

新型コロナウイルス感染症対策
事業（避難所におけるパーテー
ション・衛生用品等の購入）

避難所における感染症対策のため、パーテーションや衛生用品等を購
入する。

避難者
R2補正
（第5
号）

4 市 市
危機管
理安全
局

災害対策
課

新型コロナウイルス感染症対策
事業（避難所におけるパーテー
ション・衛生用品等の追加購
入）

避難所における更なる感染症対策のため、パーテーション及び換気用
の大型送風機等を購入する。

避難者
R2補正
（第8
号）

5 市 市
総合政
策局

都市政策
課

公共交通感染症防止対策補助金 路線バス車両等における感染症対策に要する経費の一部を補助する。 路線定期運行する一般乗合旅客自動車運送事業者
R2補正
（第7
号）

6 市 市
総合政
策局

文化特命
担当

尼崎市文化振興財団補助金等
総合文化センターにおける感染症対策及びWEB環境での情報発信に
必要な経費を補助する。

公益財団法人尼崎市文化振興財団
R2補正
（第8
号）

7 市 市
総合政
策局

文化振興
担当、ダ
イバーシ
ティ推進
課、地域
総合セン
ター担
当、各地
域課

生涯学習プラザ管理運営事業
等（各地域の公共施設の感染拡
大防止対策）

生涯学習プラザ及び旧支所等における感染症対策のため、換気設備等
を導入する。

－
R2補正
（第7
号）

R2補正
（第8
号）

R2予備
費等

9 市 市
資産統
括局

庁舎管理
課

本庁舎整備事業（本庁舎におけ
る感染症対策）

本庁舎における感染症対策のため、トイレの洋式化、自動照明化、手
洗いの自動水洗化を行う。

来庁者
R2補正
（第7
号）

10 市 市
資産統
括局

公共施設
保全担当

窓口等感染防止対策事業（飛沫
感染防止パネルの設置）

市民等の対応を行う窓口に飛沫感染防止パネルを設置する。 来庁者

R2補正
（第
11
号）

公共施設感染症拡大防止対策事
業（本庁舎以外の不特定多数の
市民が利用する施設）

不特定多数の市民が利用する公共施設のトイレの感染症対策のため、
トイレの洋式化、自動照明化、手洗いの自動水洗化へ対応する整備を
行う。

来庁者8 市 市
総合政
策局 ほ
か

各施設所
管課

令和２年度 新型コロナウイルス感染症関連の実施取組（一覧）
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11 市 市
健康福
祉局

法人指導
課

新型コロナウイルス感染症対策
事業（郵送対応）

国県等（寄付など）から届いた衛生用品等（マスク、消毒液など）を
介護・障害福祉サービス事業所等へ郵送を行う。

市内の介護・障害福祉サービス事業所等
R2予備

費等

健康福
祉局

法人指導
課

こども
青少年
局

こども福
祉課、保
育企画
課、保育
管理課、
保育運営
課、児童
課

13 市 市
健康福
祉局

法人指導
課

新型コロナウイルス感染症対策
事業（新型コロナウイルス感染
症対策基金を活用した衛生用品
の購入）

介護・障害福祉サービス事業所等に対して防護の機能性がより高い
N95マスクを始めとする衛生用品を購入する。

市内の介護・障害福祉サービス事業所等
R2予備

費等

14 国 市
健康福
祉局

高齢介護
課

介護施設等個室化改修事業
感染拡大防止の観点から、多床室の個室化改修を実施する介護施設等
に対し、必要な経費を補助する。

介護施設等
R2補正
（第2
号）

15 県 市
健康福
祉局

高齢介護
課

衛生管理体制確保支援事業（介
護施設等に対する簡易陰圧装置
等）

介護施設等に対して、簡易陰圧装置や換気設備の設置に必要な経費を
補助する。

介護施設等
R2補正
（第5
号）

16 国 市
健康福
祉局

高齢介護
課

介護保険施設等新規入所者
PCR検査事業

介護保険施設等への新規入所者のうち検査を希望する方へのPCR検査
を実施する。

介護保険施設等への新規入所者

R2補正
（第
11
号）

17 市 市
健康福
祉局

包括支援
担当

要介護者一時受入事業（介護）
介護者が新型コロナウイルスに感染し入院した場合等において、濃厚
接触者等となった在宅の高齢者を一時的に受け入れる施設を確保す
る。

在宅の要介護者

R2補正
（第
10
号）

18 国 市
健康福
祉局

介護保険
事業担当

介護サービス確保支援事業（感
染が発生した事業所等における
サービス継続支援）

利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した介護サービ
ス事業所等に対し、利用者に必要なサービス等を継続して提供できる
よう、通常のサービス等の提供時では想定できない、かかりまし経費
等を補助する。

感染拡大防止の観点から、本市や兵庫県から休業を要
請された通所サービス事業所等

R2補正
（第2
号）

19 市 市
健康福
祉局

介護保険
事業担当

濃厚接触者等在宅支援提供事業
（介護）

介護サービスを利用する高齢者が、新型コロナウイルス感染症の濃厚
接触者等または陽性者に該当した場合でも、日常生活において必要な
サービスを継続するため、当該濃厚接触者等または陽性者に在宅支援
等の提供を行う介護サービスの従事者に対して、協力金を支給する。
（在宅支援）
　濃厚接触者等１人あたり、１日につき3千円
　陽性者１人あたり、１日につき12千円
（施設支援）
　陽性者に施設支援を提供した１日あたり12千円

介護サービス提供を行う従事者
R2予備

費等

市内の介護・障害福祉サービス事業所、児童福祉施設
等

12 市 市
新型コロナウイルス感染症対策
事業（委託等対応）

国県等（寄付など）から届いた衛生用品等（マスク、消毒液など）を
介護・障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等へ迅速に提供するた
め、衛生用品の梱包・配送等業務の委託等を実施する。

R2予備
費等
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障害者支援施設等へ配付するためのマスク等の一括購入、消毒、感染
症予防の広報・啓発に必要な経費を補助する。また、感染拡大防止の
観点から、テレワークを実施する障害福祉サービス事業所等に対し、
機器の導入等に係る経費を補助する。

・緊急調達が必要な障害福祉サービス事業所等
・優先供給が必要な家庭（医療的ケア児）
・感染拡大防止の観点から、テレワークを実施する障
害福祉サービス事業所等

R2予備
費等

障害者支援施設等に対して、衛生用品の配布等を行う。
・緊急調達が必要な障害福祉サービス事業所等
・優先供給が必要な家庭（医療的ケア児）

R2補正
（第6
号）

21 国 市
健康福
祉局

障害福祉
課

障害福祉サービス確保等支援事
業（感染が発生した事業所等に
おけるサービス継続支援）

利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した障害福祉
サービス事業所等に対し、利用者に必要なサービス等を継続して提供
できるよう、通常のサービス等の提供時では想定できない、かかり増
し経費等を補助するなど、在宅生活を強いられる障害者等への支援体
制を確保する。

本市や兵庫県から休業を要請された通所サービス事業
所等
及び在宅生活を強いられる障害者等

R2補正
（第2
号）

22 国 市
健康福
祉局

障害福祉
課

衛生管理体制確保支援事業（障
害者支援施設に対する簡易陰圧
装置等）

障害者支援施設に対して、簡易陰圧装置の設置に必要な経費を補助す
る。

障害者支援施設
R2補正
（第5
号）

R2補正
（第
10
号）

R2予備
費等

24 市 市
健康福
祉局

障害福祉
課

濃厚接触者等在宅支援提供事業
（障害福祉）

障害福祉サービスを利用する障害者・児が、新型コロナウイルス感染
症の濃厚接触者等または陽性者に該当した場合でも、日常生活におい
て必要なサービスを継続するため、当該濃厚接触者等または陽性者に
支援を行う障害福祉サービスの従事者に対して、協力金を支給する。
（在宅支援）
　濃厚接触者等１人あたり、１日につき3千円
　陽性者１人あたり、１日につき12千円
（施設支援）
　陽性者に施設支援を提供した１日あたり12千円

障害福祉サービスの提供を行う従事者
R2予備

費等

25 市 市
健康福
祉局

障害福祉
課

障害者支援施設新規入所者
PCR検査事業

障害者支援施設への新規入所者のうち検査を希望する方へのPCR検査
を実施する。

障害者支援施設への新規入所者

R2補正
（第
11
号）

26 国 市
健康福
祉局

南部保護
第１担当

新型コロナウイルス感染症対策
事業（衛生用品の購入補助）

無料低額宿泊所の入居者等の感染拡大防止のため、衛生用品の購入費
用を補助する。

無料低額宿泊所の入居者等
R2予備

費等

27 国 市
健康福
祉局

（南・
北）
地域保健
課

乳幼児健康診査事業
緊急事態宣言等が発令される感染拡大期に備え、乳幼児健診を適切な
時期に実施するため、医療機関と連携して乳児は小児科、幼児は歯科
の診察を委託し、健診を継続していく体制を整備する。

緊急事態宣言下の乳幼児健診対象者のうち、乳児(3～
4か月児・9～10か月児)は希望者、幼児(1歳6か月
児・3歳児）は健診受診者

R2補正
（第8
号）

R2予備
費等

R2補正
（第
15
号）

29 市 市
健康福
祉局

保健企画
課

感染症対策事業（備蓄消耗品）
緊急的に保健所において必要な医療用資材（ガウン・フェースシール
ド等）の備蓄を行う。

感染症対応にあたる市職員等
R2予備

費等

23 市 市
健康福
祉局

障害福祉
課

要介護者一時受入事業（障害福
祉）

介護者が新型コロナウイルスに感染し入院した場合等において、濃厚
接触者等となった在宅の障害者を一時的に受け入れる施設を確保す
る。

在宅の障害者

帰国者・接触者外来の体制強化のため、令和2年4月16日より、新た
な外来を臨時で設置する。
※既存の帰国者・接触者外来の医療機関に加えて、更なる検査体制の
確立が必要となるため、尼崎市医師会の協力のもと、尼崎市臨時診療
所を設置。

PCR検査が必要と判断された感染の疑いがある者

20 国 市
健康福
祉局

障害福祉
課

新型コロナウイルス感染症対策
事業（障害者支援施設等の感染
症対策）

28 市 市
健康福
祉局

保健企画
課

感染症対策事業（帰国者・接触
者外来（尼崎市臨時診療所））

3/17



30 市 市
健康福
祉局

保健企画
課

新型コロナウイルス感染症対策
事業（帰国者・接触者外来（尼
崎市臨時診療所）の執務医への
感染見舞金）

帰国者・接触者外来(尼崎市臨時診療所)に執務する医師が、執務中に
感染した場合に見舞金を支給する。

臨時診療所で検体採取を行う執務医
R2予備

費等

R2補正
（第8
号）

R2補正
（第
15
号）R2補正

（第8
号）

R2補正
（第
15
号）

33 市 市
健康福
祉局

保健企画
課

感染症対策事業（感染症医療用
資材備蓄事業）

更なる感染拡大に備え、マスク等の医療用資材を備蓄する。また、
「新型コロナウイルス感染症対策みんなで応援寄附金」を活用し医療
機関等へ医療用資材の配布を行う。

新型コロナウイルス感染症の対応にあたる医療機関等
R2補正
（第8
号）

R2補正
（第8
号）

R2補正
（第
15
号）

R2予備
費等

R2補正
（第
14
号）

36 国 市
健康福
祉局

健康増進
課

母子保健手帳作成事業（妊婦に
対するマスクの配布）

妊婦は、体調管理に気をつける必要があり、感染を防止するために、
布製マスクの配布を行うよう国から指示があった。母子手帳交付時
に、優先して窓口で配布するものの、既に交付が済んでいる対象者に
ついては、郵送で配布を行う。

妊娠届出書を受理し母子健康手帳の交付対象となる、
出産予定日が令和2年4月24日以降の妊婦

R2予備
費等

37 国 市
健康福
祉局

健康増進
課

妊産婦総合対策事業（分娩前
PCR検査事業）

妊婦の不安解消を図るため、希望者に対して分娩前のPCR検査を実施
する。また、感染が判明した妊産婦に対して、訪問等により寄り添っ
たケア支援を行う。

・市内在住または市内医療機関を受診している妊婦
で、検査の希望があり、かかりつけ産科医より検査可
能と判断された方
・感染が判明した妊産婦で支援を希望する方

R2補正
（第8
号）

38 国 市
健康福
祉局

健康増進
課

産後ケア（訪問型）事業（産後
ケアにおける感染防止対策）

産後ケア事業を実施する施設に対し衛生用品の配布等を行う。 産後ケア事業実施施設
R2補正
（第8
号）

39 市 市
健康福
祉局

新型コロ
ナウイル
ス感染症
対策調整
担当

感染症対策事業（新型コロナウ
イルス感染症から回復した高齢
者等の受入病院への支援）

コロナ専用病床を抱える医療機関からの転院を受け入れた市内医療機
関に対し、受け入れ患者１人当たり 10 万円の協力金を給付する。

市内医療機関
R2予備

費等

40 国 市
健康福
祉局

新型コロ
ナウイル
ス感染症
対策調整
担当

感染症対策事業（高齢者施設等
の従事者に対する検査の実施）

市内介護老人福祉施設（特養）の従事者に対して、施設の嘱託医等と
調整の上、抗原検査(行政検査)を実施する。また、その抗原検査（行
政検査）の公費負担を行うとともに、診察にかかる自己負担額（初診
料等）を補助する。

市内介護老人福祉施設（特養）の従事者（約 1,200
人）

R2予備
費等

35

感染症対策事業（相談窓口設
置）

帰国者・接触者相談センターなど新型コロナウイルス感染症に関する
相談窓口の設置等にかかる体制を強化することにより、公衆衛生の向
上を図る。

－

国 市
健康福
祉局

疾病対策
課

新型コロナウイルスワクチン接
種事業

ワクチンの接種を速やかに実施するために必要な体制を整備する。 市内医療従事者等、市民

34 国 市
健康福
祉局

疾病対策
課

感染症対策事業（帰国者・接触
者外来（尼崎市臨時診療所）の
開設延長）

更なる感染拡大に備え、帰国者・接触者外来（尼崎市臨時診療所）の
通年開設を行う。

PCR検査が必要と判断された感染の疑いがある者

32 国 市
健康福
祉局

保健企画
課

感染症対策事業（帰国者・接触
者外来の検査体制の強化）

更なる感染拡大に備え、検体採取機能の向上及び帰国者・接触者外来
の負担軽減を図るため、体制整備を行う。

PCR検査が必要と判断された感染の疑いがある者

31 国 市
健康福
祉局

保健企画
課
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R2補正
（第2
号）

R2補正
（第
15
号）R2補正

（第8
号）

R2補正
（第
15
号）

43 市 市
健康福
祉局

感染症対
策担当

感染症対策事業（新型コロナウ
イルス感染症陽性患者夜間一時
受入病室確保支援）

夜間救急搬送時の陽性患者について入院先の調整を行う間、一時的に
患者の病室を確保するための補助を行う。

新型コロナウイルス感染症陽性患者
R2予備

費等

R2補正
（第9
号）

R2補正
（第
15
号）

45 市 市
健康福
祉局

感染症対
策担当

感染症対策事業（入院待機陽性
患者医療提供支援事業）

高齢者施設等で新型コロナウイルス感染症が発生した場合に、入院待
機する陽性患者へ往診を行う医師に対して協力金を支給するととも
に、往診に係る自己負担部分に対して補助を行う。

高齢者施設等の陽性患者、往診を行う医師
R2予備

費等

R2予備
費等

R2補正
（第8
号）

47 国 市
健康福
祉局

衛生研究
所

衛生研究所検査機器整備事業

稼働中のリアルタイムPCR装置は、耐用年数が超過しており、検査機
器の一部が使用不可となっている。令和2年3月以降、検査数が急増
しており、安定した検査体制を整えるために、PCR検査機器等を購入
する。
また、検査機能を強化するため、高速冷却遠心機や自動抽出装置等、
PCR検査に必要な機器を市独自に購入する。

－
R2予備

費等

R2予備
費等

R2補正
（第6
号）

49 国 市
こども
青少年
局

入所支援
担当

新型コロナウイルス感染症対策
事業（延長保育事業等）

延長保育事業等を行う法人保育施設等に対して、衛生用品の確保に要
する経費等の一部を補助する。

延長保育事業等を実施する法人保育施設等

R2補正
（第
12
号）

50 県 市
こども
青少年
局

こども相
談支援課

感染者の子ども一時預かり事業
保護者が感染して入院することになり、濃厚接触者である児童を養育
する者がいなくなった際に、児童を一時的に預かる。

0歳以上18歳未満の児童
R2予備

費等

感染症対
策担当

感染症対策事業（医療機関への
行政検査委託）

更なる感染拡大に備え、医療機関への行政検査委託を行う。 PCR検査が必要と判断された感染の疑いがある者

41 国 市
健康福
祉局

感染症対
策担当

感染症対策事業（入院医療費の
公費負担）

感染症法に基づき新型コロナウイルス感染症患者の入院医療に要する
費用を負担する。

感染症法に基づく、入院が必要な新型コロナウイルス
感染症患者

48 国 市
こども
青少年
局

こども福
祉課、保
育企画
課、保育
管理課、
保育運営
課、児童
課

新型コロナウイルス感染症対策
事業（児童福祉施設等）

児童福祉施設等に対して、衛生用品の確保に必要な経費の補助等を行
う。

市内の児童福祉施設等

感染症対
策担当

予防接種事業（高齢者インフル
エンザ定期接種無償化事業）

新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行が懸念される
冬場に備え、重症化を予防し医療体制のひっ迫や病床不足の防止を図
ることを目的に、重症化リスクの高い65歳以上の高齢者等のインフ
ルエンザ定期予防接種費用を今年度に限り無償とする。

65歳以上の方又は60歳以上65歳未満の方で、心臓・
腎臓・呼吸器及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機
能障害の身体障害者手帳1級を所持している方

46 国 市
健康福
祉局

衛生研究
所

衛生研究所事業（PCR検査用
薬資材の購入）

更なる感染拡大に備え、衛生研究所における検査試薬等を購入する。 －

44 市 市
健康福
祉局

42 国 市
健康福
祉局
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51 市 市
こども
青少年
局

こども青
少年課

成人の日のつどい事業
令和2年度の成人の日のつどい事業については、新型コロナウイルス
感染症対策として、午前と午後の2部制で実施するほか、式典の時間
を可能な限り短縮する等の変更を行う。

令和2年度中に20歳に達する者
R2予備

費等

52 市 市 消防局
企画管理
課

消防設備整備事業（陰圧装置、
オゾンガス除染装置）

保健所等からの依頼による新型コロナウイルス感染症患者の搬送及び
移送に万全を期すため、本部臨時救急隊車両に陰圧アイソレーターを
整備するとともに、汚染された搬送器具等を除染するためのオゾンガ
ス消毒器を導入する。

－
R2予備

費等

53 市 市 消防局
企画管理
課

消防施設維持管理事業（仮眠室
寝具の追加）

消防仮眠室における、職員間の新型コロナウイルス感染拡大の防止対
策として、使い回しで１週間に１度交換しているシーツ類を個人割当
てに変更する。

消防隊員等
R2予備

費等

54 市 市 消防局
企画管理
課

救急活動事業（感染防止衣やマ
スク等の購入）

救急隊員等の感染防止のため、感染防止衣やマスク等を購入する。 救急隊員等
R2補正
（第5
号）

55 市 市
教育委
員会事
務局

施設課、
設備整備
担当

各種施設整備事業（竹谷小トイ
レのドライ化）

感染症対策や学校生活環境の改善のため、トイレのドライ化等の整備
を行う。

児童生徒
R2補正
（第8
号）

56 市 市
教育委
員会事
務局

施設課、
設備整備
担当

各種施設整備事業（中学校3校
トイレのドライ化）

感染症対策及び学校生活環境の改善を図るためのトイレのドライ化等
の整備を行う。

児童生徒

R2補正
（第
12
号）

57 市 市
教育委
員会事
務局

施設課、
設備整備
担当

施設維持管理事業（学校施設の
新型コロナウイルス感染症拡大
防止対策修繕）

感染症対策のため給食調理室の換気扇・網戸の修理、教室の窓の修繕
等を行う。

児童生徒
R2予備

費等

58 国 市
教育委
員会事
務局

学事課
教材費（学校等における衛生用
品等の購入）

小・中・高・特別支援や幼稚園における手指消毒液、マスク、非接触
型体温計、衛生手袋を購入する。

市立学校園に在籍する園児・児童生徒
R2予備

費等

R2補正
（第6
号）

R2補正
（第
16
号）

R2補正
（第6
号）

R2補正
（第
16
号）

61 市 市
教育委
員会事
務局

学校教育
課

学校行事新型コロナウイルス感
染症対策事業（修学旅行におけ
る感染症対策）

修学旅行における感染症対策のため、貸切バスの利用台数を増やす。 児童生徒
R2補正
（第7
号）

62 市 市
教育委
員会事
務局

学校教育
課

学校行事新型コロナウイルス感
染症対策事業（修学旅行のキャ
ンセル代等）

令和2年度に予定していた修学旅行を中止した場合に発生したキャン
セル代等を負担する。

児童生徒
R2補正
（第7
号）

園児、教職員幼稚園における感染症対策に必要な衛生用品等を購入する。
教材費（幼稚園における衛生用
品等の購入）

学事課
教育委
員会事
務局

市国60

59 国 市
教育委
員会事
務局

学事課
教材費（小・中・高・特別支援
学校における衛生用品等の購
入）

学校における感染症対策に必要な衛生用品等を購入する。 児童生徒、教職員
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63 市 市
教育委
員会事
務局

中央図書
館

施設整備事業（中央図書館空調
機の全熱交換器の修繕）

感染症対策として、換気を十分に行えるよう劣化した全熱交換機を修
繕する。

来館者
R2予備

費等

64 市 市
教育委
員会事
務局

中央図書
館

施設維持管理事業（中央図書館
の貸出書籍の消毒）

感染症対策として、貸出書籍の衛生上の観点から消毒用の滅菌機を導
入する。

来館者
R2予備

費等

65 市 市
議会事
務局

総務課 議会運営事業
市議会運営にあたって、飛沫飛散防止対策や非接触体温計にて出席者
や傍聴者の検温の実施など必要な感染症対策を実施する。

市議会出席者や傍聴者
R2予備

費等
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2 市民生活への支援の強化

№
事業の
主体

窓口の
主体

窓口
所管局

窓口
所管課

事業名 事業概要 対象者等
予算
対応

令和2年4月28日から令和2年12月31日までに生まれた新生児の母
親に子ども1人あたり5万円を支給する。

令和2年4月28日から令和2年12月31日までに生ま
れた新生児の母親

R2補正
（第7
号）

出産特別給付金を給付対象児童の出生日の期間延長に伴い増額する。
令和2年4月28日から令和3年3月31日までに生まれ
た新生児の母親

R2補正
（第
14
号）

R2予備
費等

R2補正
（第
15
号）

68 市 市
総合政
策局

文化特命
担当

尼崎市文化振興財団補助金等
（市所蔵絵画等のデータベース
作成業務委託）

緊急雇用対策として、市所蔵絵画等のデータベース作成業務を委託す
る。

失業者等、現在求職活動中の者

R2補正
（第
11
号）

69 国 市 総務局

特別定額
給付金支
給調整担
当

特別定額給付金関係事業（申請
者への一律10万円の給付）

家計への支援を行うため、申請者に対し、一律10万円を支給する。
基準日（令和2年4月27日）において、住民基本台帳
に記録されている者

R2補正
（第2
号）

70 市 市 総務局 人事課 緊急雇用対策事業
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた非常勤職員（会計年度任
用職員）を募集する。

新型コロナウイルスの影響で仕事がなくなったり、離
職を余儀なくされた市内在住者等

R2補正
（第
15
号）

71 国 市 総務局
国保年金
課

国民健康保険制度における傷病
手当金の支給

給与の支払を受けることができなかった尼崎市国民健康保険被保険者
に対して傷病手当金を支給する。

新型コロナウイルス感染症に感染したなどの理由によ
り給与の支払を受けることができなかった尼崎市国民
健康保険被保険者

R2補正
（国保
特会第
1号）

72 国 市 総務局
国保年金
課

国民健康保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯等に対
し、国が示す基準に基づき保険料を減免する。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が一定以
上減少した世帯

R2補正
（国保
特会第
2号）

73

後期高
齢者医
療広域
連合

市 総務局
後期高齢
者医療制
度担当

後期高齢者医療保険料の減免
（保険料過誤納金還付金）

被保険者から徴収した過年度保険料の過誤納金還付金のうち、新型コ
ロナウイルス感染症の影響による減免分を還付する。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が一定以
上減少した世帯

R2補正
（後期
高齢特
会第1
号）

74 国 市
健康福
祉局

高齢介護
課

通いの場の活動自粛下の介護予
防広報支援事業（体操DVDの
配布）

高齢者ふれあいサロン・いきいき百歳体操に通う者などを対象に、居
宅においても健康を維持できるよう体操DVDを配付する。
【配付予定枚数】2,000枚

いきいき百歳体操、高齢者ふれあいサロン等の活動に
取り組む高齢者、その他希望する市民

R2予備
費等

75 市 市
健康福
祉局

包括支援
担当

活動自粛時気がかり高齢者等声
かけ事業

外出自粛により、家族からの虐待リスクが高まっている高齢者や、セ
ルフネグレクトが懸念される高齢者等に対し、地域包括支援センター
が電話や訪問等による見守り活動を行う。

・要支援・要介護認定を受けているが介護保険サービ
スを受給していない高齢者
・民生児童委員が気がかりに感じている高齢者

R2予備
費等

76 市 市
健康福
祉局

介護保険
事業担当

介護保険システム整備事業
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による
介護保険料の減免に伴うシステム改修を行う。

－
R2予備

費等

市報あまがさき臨時号の発行
日々状況が変動する新型コロナウイルス感染症について、より即時的
に情報発信を行うため、市報あまがさきの臨時号を発行する。

市民

市 市
総合政
策局

新型コロ
ナウイル
ス総合支
援担当

出産特別給付金関係事業

67 市 市
総合政
策局

広報課

66
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77 市 市
健康福
祉局

障害福祉
課

意思疎通支援事業（遠隔手話通
訳サービスの導入）

聴覚障害者が病院受診時等に利用可能となる遠隔手話通訳サービスを
導入する。

聴覚障害者
R2補正
（第5
号）

78 市 市
健康福
祉局

障害福祉
課

生産活動施設利用者支援事業
（障害福祉サービス事業所等の
利用者への支援）

生産活動収入による工賃が減少している障害福祉サービス事業所等の
利用者を支援する。

生産活動を行う障害福祉サービス事業所等の利用者
R2補正
（第7
号）

79 市 市
健康福
祉局

障害福祉
課

差別解消・コミュニケーション
支援等検討事業（点字プリン
ター等の購入）

感染症の流行や災害時等における視覚障害者への情報支援の一環とし
て、点字プリンター等を購入する。

視覚障害者
R2補正
（第8
号）

80 国 市
健康福
祉局

（南・
北）福祉
相談支援
課

生活困窮者自立相談支援事業
（住居確保給付金の支給要件の
拡大）

離職等により住居を失うおそれがある方に対して、家賃相当額を支給
する。

離職、自営業の廃業又は個人の責に帰すべき理由・都
合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮
し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのあ
る方
※令和2年4月20日より住居確保給付金の支給対象が
拡大

R2補正
（第2
号）

81 国 市
健康福
祉局

（南・
北）福祉
相談支援
課

生活困窮者自立相談支援事業
（住居確保給付金の予算の増
額）

住居確保給付金の支給対象者の増加に伴い、予算の増額を行う。

離職、自営業の廃業又は個人の責に帰すべき理由・都
合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮
し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのあ
る方
※令和2年4月20日より住居確保給付金の支給対象が
拡大

R2補正
（第6
号）

82 国 市
健康福
祉局

（南・
北）福祉
相談支援
課

生活困窮者自立相談支援事業
（自立相談支援体制の強化）

自立相談支援体制の強化のため、自立相談支援員等の増員を行うとと
もに、住居確保給付金の申請処理等のための事務職員を新たに雇用す
ることで、円滑な事務処理体制の強化を図る。

市民

R2補正
（第
15
号）

83 国 市
こども
青少年
局

こども福
祉課

子育て世帯臨時特別給付金給付
関係事業（対象児童1人あたり
1万円の支給）

子育て世帯への支援を行うため、児童手当（特例給付を除く）を受給
する世帯（0歳～中学生のいる世帯）に対し、対象児童1人あたり1万
円を支給する。

令和2年4月分の児童手当（特例給付を除く）の受給者
の方

R2補正
（第2
号）

児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等に対して、対象世帯あた
り5万円（第2子以降1人につき3万円）を支給する。

児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等
R2補正
（第6
号）

児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等に対して、対象世帯あた
り5万円（第2子以降1人につき3万円）を再支給する。

児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等

R2補正
（第
13
号）

85 市 市
経済環
境局

農政課 農業公園管理事業 雇用を維持するため、農業公園の竹林更新に係る間伐等を実施する。 失業者等、現在求職活動中の者
R2予備

費等

86 市 市
都市整
備局

住宅政策
課

空家対策推進事業（空家実態調
査業務委託）

緊急雇用対策として、空家実態調査業務を委託する。 失業者等、現在求職活動中の者

R2補正
（第
11
号）

87 市 市
都市整
備局

道路維持
担当

道路橋りょう維持管理事業（町
会灯等現況調査及び交通量調査
業務委託）

緊急雇用対策として、町会灯等現況調査業務及び交通量調査業務を委
託する。

失業者等、現在求職活動中の者

R2補正
（第
11
号）

84 国 市
こども
青少年
局

こども福
祉課

ひとり親世帯臨時特別給付金給
付事業（対象世帯あたり5万円
の支給）
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88 市 市
都市整
備局

道路整備
担当

道路橋りょう新設改良事業（交
通量調査業務委託）

緊急雇用対策として、交通量調査業務を委託する。 失業者等、現在求職活動中の者

R2補正
（第
11
号）
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3 地域経済の活性化・地域の元気づくり

№
事業の
主体

窓口の
主体

窓口
所管局

窓口
所管課

事業名 事業概要 対象者等
予算
対応

89 市 市
総合政
策局

文化特命
担当

芸術文化公演再開緊急支援事業
補助金

兵庫県と協調し、市内の劇場等で感染拡大予防ガイドラインを遵守し
て公演等を実施した主催者等への施設利用料の減免に対する補助を行
う。

市内の公立及び民間立の劇場・音楽堂等（尼崎市総合
文化センター、兵庫県立尼崎青少年創造劇場（ピッコ
ロシアター））

R2補正
（第7
号）

90 市 市
資産統
括局

納税課
市税還付金、還付加算金等（法
人市民税還付金の増加等）

法人市民税の還付が増加したことに伴い増額する。 市内に事務所、事業所又は寮等がある法人等

R2補正
（第
12
号）

91 国 市
健康福
祉局

障害福祉
課

障害福祉分野テレワーク等導入
支援事業

感染拡大防止の観点から、テレワーク支援等の実施やICT等を活用す
る障害福祉サービス事業所等に対し、機器の導入等に係る経費を補助
する。

障害福祉サービス事業所等
R2補正
（第2
号）

92 国 市
健康福
祉局

障害福祉
課

生産活動活性化支援事業（就労
継続支援事業所への補助）

障害者の働く場及び利用者の賃金・工賃の確保を図るため、生産活動
が停滞し減収となっている就労継続支援事業所に対して、生産活動の
再起に必要な経費を補助する。

新型コロナウイルス感染症の影響で生産活動が停滞し
減収となっている就労継続支援事業所

R2補正
（第6
号）

93 国 市
健康福
祉局

健康増進
課

特定不妊治療費助成事業
特定不妊治療に要した費用の一部を助成する事業について、所得制限
の撤廃及び助成額を拡充し実施する。

特定不妊治療を受けた夫婦であって、特定不妊治療以
外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて
少ないと医師に診断された者（治療期間の初日におけ
る妻の年齢が43歳未満である夫婦）

R2補正
（第
16
号）

R2補正
（第
12
号）R2補正
（第
16
号）

95 市 市
経済環
境局

経済活性
課

産業・雇用就労オンラインシス
テム関係事業

市内企業情報や雇用就労情報を集約し、ビジネスマッチングや雇用就
労支援等に活用できるポータルサイトを構築する。

市内事業者

R2補正
（第
12
号）

96 市 市
経済環
境局

地域産業
課

テナント事業者向け緊急つなぎ
資金貸付金関係事業

国・県等の給付金は入金までに一定の時間を要するため、緊急的に賃
料を対象とした「緊急つなぎ資金」を貸し付ける。

個人事業主及び小規模事業者
R2補正
（第1
号）

97 市 市
経済環
境局

地域産業
課

事業所向け臨時相談窓口関係事
業

経営悪化に直面する中小企業等の状況に応じて、活用できる本市制度
をはじめ、国・県が実施する支援制度の案内、説明や申請に伴うサ
ポートなど、市職員が直接一時的相談に対応する臨時相談窓口を設置
する。（開設日：4月20日～）

市内事業者
R2予備

費等

兵庫県が休業要請を行った事業者等に対し、国の緊急経済対策の持続
化給付金に加え、兵庫県と協調して経営継続支援金を支給する。

中小法人及び個人事業主
R2補正
（第2
号）

兵庫県が行った休業要請に応じた事業者等に対し、兵庫県と協調して
支給する経営継続支援金を対象者拡大に伴い増額する。

中小法人及び個人事業主
R2補正
（第5
号）

99 市 市
経済環
境局

地域産業
課

テイクアウト・デリバリー等促
進支援事業

新たにテイクアウトやデリバリー等の事業を開始する市内飲食事業者
等に対して必要な経費を補助する。

市内飲食事業者
R2補正
（第4
号）

飲食業や小売業、サービス業など市内に店舗を構える中小事業者を対
象とした、市内登録店舗で利用可能なプレミアム付利用券を発行する
事業に対して補助する。

飲食業・小売業・サービス業等の中小法人及び個人事
業主

R2補正
（第4
号）

R2補正
（第6
号）市内登録店舗で利用可能なプレミアム付利用券を発行する事業に対す

る補助金を増額する。
飲食業・小売業・サービス業等の中小法人及び個人事
業主

10
0

市 市
経済環
境局

地域産業
課

尼崎のお店まるごと応援事業
（あま咲きチケット）

県 県
経済環
境局

地域産業
課

休業要請事業者経営継続支援事
業（県、市協調事業）

98

94 市 市
こども
青少年
局

保育管理
課

ICT化推進事業費補助金
法人保育施設等に対して、保育現場のICT化に要する経費の一部を補
助する。

法人保育施設等
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R2予備
費等

101 市 市
経済環
境局

地域産業
課

SDGs地域ポイント制度推進事
業（拡充）

SDGsに資する行動に対して付与するSDGsポイントの拡充及び市独
自の決済アプリを活用したポイント還元を実施する。

市民
R2補正
（第7
号）

102 県 市
経済環
境局

地域産業
課

電子版プレミアム付商品券関係
事業

商店街等が実施する電子版プレミアム付商品券の発行事業に対して補
助する。

飲食業・小売業・サービス業等の中小法人及び個人事
業主

R2補正
（第7
号）

兵庫県と協調して支給する経営継続支援金の対象とならなかった事業
者に対して新たな給付を行う。

個人事業主及び小規模事業者
R2補正
（第7
号）

R2予備
費等

R2補正
（第
10
号）R2補正
（第
12
号）

市内中小企業等が新たな生活様式に向けた取組を実施する際の経費の
一部を補助する。

中小法人及び個人事業主
R2補正
（第7
号）

R2補正
（第
11
号）

R2予備
費等

製造業の市内中小企業等に対して、新技術や新製品の開発及び生産性
向上につながる設備投資等に必要な経費の一部を補助する。

製造業の中小法人及び個人事業主

R2補正
（第
10
号）

製造業設備投資等支援補助金関係事業費を申請件数の増に伴い増額す
る。

製造業の中小法人及び個人事業主

R2補正
（第
12
号）

106 市 市
経済環
境局

地域産業
課

営業力強化・就労支援等関係事
業

市内中小企業等を対象とするオンラインでの商談及び就労の機会を創
出するためのＷＥＢ版マッチングフェアを実施する。

中小法人及び個人事業主

R2補正
（第
10
号）

107 県 県
経済環
境局

地域産業
課

新型コロナウイルス感染症拡大
防止協力金関係事業

兵庫県が行う営業時間の短縮要請に応じた店舗を運営する事業者等に
対し、兵庫県と協調して感染拡大防止協力金を支給する。

兵庫県が行う営業時間の短縮要請に応じた飲食店等

R2補正
（第
14
号）

108 市 市
経済環
境局

観光振興
課

観光地域づくり推進事業（開明
庁舎の一部の整備）

開明庁舎の一部を整備してオープンしたカフェスペースの感染防止対
策や地域の周遊拠点としてのさらなる賑わい創出として、ウッドデッ
キやテイクアウト窓口を整備する。

観光客
R2補正
（第7
号）

R2補正
（第7
号）

R2予備
費等

市内登録店舗で利用可能なプレミアム付利用券を発行する事業に対す
る補助金を増額する。

飲食業・小売業・サービス業等の中小法人及び個人事
業主

10
0

市 市
経済環
境局

地域産業
課

尼崎のお店まるごと応援事業
（あま咲きチケット）

城内まちづくり整備事業（案内
サインの設置）

阪神尼崎駅周辺の集客・周遊を促進させるため、案内サインを追加設
置する。

観光客
10

9
市 市

経済環
境局

観光振興
課

104 市 市
経済環
境局

地域産業
課

市 市
経済環
境局

地域産業
課

105
製造業設備投資等支援補助金関
係事業

事業継続支援給付金関係事業費を申請件数の増に伴い増額する。 個人事業主及び小規模事業者

事業者向け感染拡大防止対策等
支援事業 事業者向け感染拡大防止対策等支援事業費を申請件数の増に伴い増額

する。
中小法人及び個人事業主

事業継続支援給付金関係事業市 市
経済環
境局

地域産業
課

103
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110 市 市
経済環
境局

しごと支
援課

雇用調整助成金等申請サポート
給付金関係事業

市内中小企業等が雇用調整助成金等の申請事務を社会保険労務士等に
依頼した際に要した費用の一部を支給する。

市内の事業所において休業等を実施した中小企業者又
は個人事業主

R2補正
（第
10
号）
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4 子どもたちの居場所・学習機会の確保と心のケア

№
事業の
主体

窓口の
主体

窓口
所管局

窓口
所管課

事業名 事業概要 対象者等
予算
対応

111 国 市
健康福
祉局

障害福祉
課

放課後等デイサービス支援等事
業

特別支援学校等の臨時休業に伴い放課後等デイサービスの利用が追加
的に生じた場合の利用者負担等を補助する。

児童の保護者及び感染防止策を行う放課後等デイサー
ビス事業所

R2補正
（第2
号）

112 国 市
こども
青少年
局

こども福
祉課

ファミリーサポートセンター運
営事業

小学校の臨時休業に伴いファミリーサポートセンター事業を利用する
場合の利用料相当額の減免に対して補助する。

新型コロナウイルス感染症対策のため小学校が休業し
たことによりファミリーサポートセンター事業を利用
した方

R2補正
（第2
号）

113 市 市
こども
青少年
局

こども青
少年課

尼崎市あまっ子応援弁当緊急事
業

新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴う、尼崎市立小中学校等の臨
時休業が継続されることになったことから、家庭事情等により昼食を
十分に摂ることができない児童等に対し、「あまっこ弁当引換券」を
交付し、児童等が弁当提供事業者に指定された店舗で、あまっ子応援
弁当と引き換えた場合に、弁当に係る費用［1食あたり500円（税
込）］を市が負担する。

満18歳に満たない児童
R2予備

費等

114 市 市
こども
青少年
局

こども青
少年課

尼崎市「子どもの食の確保」緊
急対応事業

新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴う、尼崎市立小中学校等の臨
時休業が継続されることになったことから、家庭事情等により昼食を
十分に摂ることができない児童等に対し、子ども食堂が昼食を提供す
るための経費の一部を補助する（上限100千円/施設）ことにより、
食堂の開催頻度、食数を増やし、当該児童の食の支援に繋げる。

子ども食堂を利用する児童等
R2予備

費等

115 市 市
こども
青少年
局

こども青
少年課

あまっ子お弁当クーポン事業
生活困窮世帯への支援として、要保護・準要保護の認定を受ける児童
生徒等へ市内事業所で利用できる弁当クーポン券を交付する。

市立小・中学校に在籍する児童生徒等
R2補正
（第3
号）

小学校の臨時休業に伴い午前中から児童ホームを開所する民間事業者
に対して追加経費を補助する。

小学校の臨時休業により午前中から児童ホームを開所
する民間事業者

R2補正
（第2
号）

民間児童ホームに対して、小学校の臨時休業に伴い午前中から開所し
た場合の追加経費、及び利用を自粛した保護者に対する利用料の返還
に対する補助を行う。

小学校の臨時休業により午前中から児童ホームを開所
する民間事業者

R2補正
（第6
号）

117 県 市
教育委
員会事
務局

職員課
スクールサポートスタッフの追
加配置

学校再開後の業務をサポートするため、スクールサポートスタッフを
追加配置する。

児童生徒、教職員
R2補正
（第6
号）

118 国 市
教育委
員会事
務局

学校ICT
推進担当

教育ICT環境整備推進事業（小
中学校の児童生徒用端末等の整
備）

教育ICT環境の推進に向け、市立小中学校の児童生徒用端末等を整備
する。

児童生徒、教職員
R2補正
（第5
号）

119 市 市
教育委
員会事
務局

学校ICT
推進担当

教育ICT環境整備推進事業（小
学校低学年用端末の整備）

市立小中学校の児童生徒１人１台端末を実現するため、既に導入が決
定している小学校高学年・中学校用端末に加え、小学校低学年用端末
等の整備を行う。

児童生徒、教職員
R2補正
（第7
号）

120 国 市
教育委
員会事
務局

学校ICT
推進担当

教育ICT環境整備事業（高等学
校端末等整備事業）

市立高等学校等の低所得世帯に貸与する端末及び大型提示装置を整備
する。

生徒、教職員

R2補正
（第
16
号）

116 国 市
こども
青少年
局

児童課
放課後児童健全育成事業所運営
費補助金
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121 国 市
教育委
員会事
務局

学校ICT
推進担当

教育ICT環境整備事業（学習系
ネットワークにおける通信環境
の円滑化）

GIGAスクール構想における１人１台端末環境の下で円滑な通信環境
が確保されるよう、各学校等の学習系ネットワークを整備する。

生徒、教職員

R2補正
（第
16
号）

122 市 市
教育委
員会事
務局

幼稚園・
高校企画
推進担当

修学援助金交付金
新型コロナウイルス感染症に係る影響により家計が急変し、緊急に支
援の必要がある高校生の保護者を交付対象者に加える。

高等学校等に在学する生徒の保護者等
R2補正
（第7
号）

123 県 市
教育委
員会事
務局

学校教育
課

学力定着支援事業（学習支援員
の追加配置）

学校の臨時休業に伴う未指導分の補習等を支援するため、学習支援員
を追加配置する。

児童生徒、教職員
R2補正
（第6
号）

124 市 市
教育委
員会事
務局

保健体育
課

部活動全国大会の代替地方大会
開催

学校の部活動の総合体育大会が中止されたことに伴い、生徒のこれま
での活動の集大成の場としての代替大会（市内中体連代替大会）を開
催するにあたり、感染対策を実施する。

中学生
R2予備

費等

125 国 市
教育委
員会事
務局

学校給食
課

小学校給食関係事業（3月分）
学校の臨時休業に伴う小学校給食の中止を受け、尼崎市学校給食協会
が発注した食材キャンセルに伴い、実質保護者が負担する食材購入経
費相当額（令和2年3月分）を、市が負担する。

保護者
R2予備

費等

126 市 市
教育委
員会事
務局

学校給食
課

小学校給食関係事業（4・5月
分）

学校の臨時休業に伴う小学校給食の中止を受け、尼崎市学校給食協会
が発注した食材キャンセルに伴い、実質保護者が負担する食材購入経
費相当額（令和2年4・5月分）を、市が負担する。

保護者
R2予備

費等

127 市 市
教育委
員会事
務局

学校給食
課

小学校給食関係事業（紙パック
による給食提供）

新型コロナウイルスによる学校臨時休業の影響を受け、牛乳業者が瓶
牛乳の製造を廃止し、紙パック牛乳による提供を行うために必要な経
費を負担する。

市立小学校に在籍する児童生徒
R2予備

費等

128 市 市
教育委
員会事
務局

学び支援
課

調査研究・教材開発事業（民間
のオンライン学習支援システム
の導入）

臨時休業に伴う自学自習環境の充実、履修カリキュラムの遅れの挽
回、生徒や保護者の不安感の解消という観点から、オンライン学習支
援システムを導入する。

学校休業となった中学校、高校の生徒
R2補正
（第3
号）
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5 「新しい生活様式」に沿った行政サービスの推進

№
事業の
主体

窓口の
主体

窓口
所管局

窓口
所管課

事業名 事業概要 対象者等
予算
対応

129 市 市
総合政
策局

新型コロ
ナウイル
ス総合支
援担当

新型コロナウイルス感染症対策
事業（総合サポートセンターの
設置）

新型コロナウイルスの拡大に伴い、生活する上での様々な困りごとや
不安を抱える市民に必要とされる支援について、一人ひとりに寄り
添った相談業務を実施し、円滑かつ速やかに適切な支援策につなげ
る。

－
R2予備

費等

130 市 市
総合政
策局

協働推進
課

地域資源情報公開システム事業 分野やエリアごとに地域資源情報を検索できるシステムを構築する。 －

R2補正
（第
12
号）

131 市 市
総合政
策局

各地域課
生涯学習プラザ管理運営事業
（各地域の地域担当職員の通信
環境整備）

地域担当職員の通信環境を整備し、情報提供力等を強化し、課題解決
力を向上する。

－
R2補正
（第7
号）

132 市 市
総合政
策局

各地域課
武庫地区生涯学習推進事業（市
民参加・交流・連携推進事業）
等

新型コロナウイルス感染症拡大の状況下で、市民への生涯学習機会提
供等のため、オンラインによる講座配信を行う。

市民
R2予備

費等

133 市 市
資産統
括局

市民税課
個人市民税・県民税の申告事務
にかかる順番整理・待ち時間対
策

市県民税申告期間の混雑を回避するため、待合状況ウェブシステムを
導入する。

来庁者
R2予備

費等

134 市 市 総務局
情報政策
課

行政情報化推進事業（テレワー
クの導入）

市職員のテレワークを導入する。（行政事務支援システムを自宅の
PCから遠隔操作するためのライセンスを調達）

－
R2予備

費等

135 市 市 総務局
情報政策
課

行政情報化推進事業（WEB会
議システムの導入）

庁内会議や研修等における感染症対策のため、WEB会議システムを
導入する。

－
R2補正
（第7
号）

136 市 市 総務局
情報政策
課

行政情報化推進事業（業務改善
プラットフォーム導入事業）

様々な事務改善に広く活用するためのプラットフォームを導入し、複
数分野に跨る行政情報の一元的な管理及び有事の際に活用する情報シ
ステムを構築する。

－
R2補正
（第8
号）

137 市 市 総務局
情報政策
課

行政情報化推進事業（尼崎市AI
案内サービス事業）

市政に関する問合せに24時間対応し、災害時や平常時における情報
発信の充実を図るため実証実験中のAI案内サービスを本格実施する。

－

R2補正
（第
12
号）

138 市 市 総務局
行政管理
課
給与課

新型コロナ対応のための体制拡
充事業

新型コロナウイルス感染症への対応のため体制拡充に必要な会計年度
任用職員の任用及び任期の定めのない職員への時間外勤務手当又は特
殊勤務手当を支給する。

－

R2補正
（第
15
号）

139 市 市 総務局 市民課
戸籍住民基本台帳事務等関係事
業

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本庁市民課窓口の待合
ロビーにおいて、業務完了を知らせる携帯用の「呼出しベル」を配布
し、待合ロビーの三密解消を図る。

市民
R2予備

費等
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140 市 市 総務局
後期高齢
者医療制
度担当

後期高齢者医療事業費会計繰出
金（コンビニ納付等システム改
修）

後期高齢者医療事業費会計におけるシステム経費の増額に伴い、同会
計への繰出金を増額する。

－

R2補正
（第
12
号）

141 市 市
こども
青少年
局

こども入
所支援担
当

保育所入所事務にかかる事前予
約アプリの導入

令和3年度4月入所申込手続きに来庁する申請者の混雑解消のため、
事前予約アプリの導入を行う。

令和3年度4月入所申込者
R2予備

費等

142 市 市
こども
青少年
局

こども入
所支援担
当

保育料納付環境整備事業
保育料のコンビニ納付及び電子マネー決済を可能とするため、システ
ムを改修する。

－

R2補正
（第
12
号）

143 市 市
都市整
備局

道路課
公共土木施設情報整備事業（公
開型地理情報システムの導入）

複数の地図情報（都市計画図・道路認定路線図・下水道台帳平面図
等）を市ホームページで一度に閲覧可能となる公開型地理情報システ
ムを導入する。

市民及び事業者
R2補正
（第8
号）

144 市 市

都市整
備局/
公営企
業局

企画管理
課/上下
水道部
計画担当

下水道事業会計補助金（公開型
地理情報システムの導入）

公開型地理情報システムの導入経費のうち下水道事業会計負担分を補
助する。

市民及び事業者
R2補正
（第8
号）
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